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（指定通所介護の内容） 

第 10 条 利用者それぞれの通所介護計画に基づいて次のようなサービスの提供に努める。 

（1） 生活指導（相談援助等） 

（2） 機能訓練（日常動作訓練） 

（3） 健康状態の確認 

（4） 送迎 

 

（利用料その他の費用） 

第 11 条 デイサービスセンターは、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護等を提

供した時は、その利用者から利用料金の一部として厚生労働大臣が定める基準に

より、居宅介護サービス費用又は第１号事業支給費の負担割合証に応じた額又は

岐阜市長が定める額（１割、２割又は３割）の支払を受けるものとする。 

 ２ 前項のほか次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができる。 

（1） 通常の事業の実施地域以外の利用者に対して行う送迎費用。 

（2） 前各号に掲げるほか、指定通所介護等の提供においてその便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるもの費用であって、その利用者に負担させることが適

当と認められる費用。 

３ 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に該当サービスの内容及び費用についての説明を行い、利用者の同意を得るこ

ととする。 

 

（記録の整備） 

第１２条 利用者に対する通所介護サービスの提供に関する記録を整備するとともに、サ 

ービス完結の日から５年間保存するものとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１３条 デイサービスセンターが介護を行う、通常の事業の実施地域は、次のとおりと

する。 

（1） 通常の事業の実施地域（片道 10ｋｍ以内） 

① 岐阜市 

② 各務原市 

③ 関市 

④ 岐南町 

とする。 

 

 

 

 


